
日 月 火 水 木 金 土

3 MAR
日 月 火 水 木 金 土

5 MAY
日 月 火 水 木 金 土

       昭和の日

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

月間予定表 2017

4
April

3 MAR

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

土日 月 火 水 木 金

4 APR

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

土日 月 火 水 木 金

5 MAY

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

土日 月 火 水 木 金

2 53 64 7 8日 SUN 水 WED月 MON 木 THU火 TUE 金 FRI 土 SAT

　 　　 　　 　 　

友引 大安先負 赤口仏滅 先勝 友引旧3月6日 旧3月9日旧3月7日 旧3月10日旧3月8日 旧3月11日 旧3月12日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

2
母
子
保
健

2
母
子
保
健

7   若年妊娠・高年妊娠
　 1．若年妊娠・高年妊娠出生率の年次推移

1960 1970 1980 1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
15～19歳出生率（女性人口千対） 4.3 4.5 3.6 3.6 5.4 5.2 4.6 4.5 4.4 4.4 4.5 4.1

35～39歳出生率（女性人口千対） 24.0 19.8 12.9 20.8 32.1 36.1 46.2 47.2 49.5 52.5 54.0 56.4

40～49歳出生率（女性人口千対） 5.5 2.9 1.8 2.4 4.0 5.1 8.3 8.5 9.4 10.2 10.7 11.3

20歳未満出生割合（％） 1.2 1.0 0.9 1.4 1.7 1.6 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3 1.2

35～39歳出生割合（％） 4.9 4.2 3.7 7.6 10.6 14.4 20.5 21.1 21.7 22.3 22.5 22.7
40歳以上出生割合（％） 1.0 0.5 0.4 1.0 1.2 2.0 3.3 3.7 4.2 4.6 5.0 5.3

　 2．年齢別低出生体重児の割合，死産率，周産期死亡率（2015年）
総数 ～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45歳以上

低出生体重児の割合（％） 9.5 10.0 9.0 8.7 9.1 10.4 12.3 17.7

死産率（出産千対）１） 22.0 144.7 37.7 16.2 15.5 21.3 37.7 89.9

　自然死産（出産千対） 10.6 13.3 8.8 8.3 9.6 13.1 18.7 25.4

　人工死産（出産千対） 11.4 131.4 28.9 7.8 5.9 8.3 18.9 64.5

周産期死亡率（出産千対）２） 3.7 4.3 3.3 3.2 3.2 4.4 6.4 9.9
　妊娠満22週以後の死産率
　（出産千対） 3.0 3.5 2.8 2.6 2.7 3.6 4.9 8.3

　早期新生児死亡率
　（出生千対） 0.7 0.8 0.5 0.6 0.5 0.8 1.5 1.5

資料：厚生労働省　人口動態統計
注1） 死産率は死産数（妊娠満12週以降の死児の出産）を出産数（出生と妊娠満12週以降の死産の和）で除して

いる。19歳以下は15～ 19歳，45歳以上は45～ 49歳，総数には15歳未満，50歳以上及び不詳を含む。
　2） 周産期死亡率は周産期死亡数（妊娠満22週以降の死産数と早期新生児死亡数の和）を出産数（出生と妊娠

満22週以降の死産数の和）で除している。

　 3．若年妊娠・高年妊娠のリスク
若年妊娠のリスク（10代の妊娠） 高年妊娠のリスク（35歳以上の妊娠）
・望まない妊娠
・人工妊娠中絶の増加
・シングルマザー・未婚の増加
・経済的・心理的不安
・児童虐待リスクの増加
・周産期死亡率の増加
・低出生体重児の割合の増加

・卵巣機能の低下（卵子数の減少，卵子の質の低下）
・妊娠を阻害する疾患合併（子宮内膜症，子宮筋腫，子宮腺筋症など）
・不妊治療の増加（38歳以上では不妊治療成功率の低下）
・多胎妊娠の増加
・流早産率の上昇
・胎児異常の増加（染色体異常，胎児奇形等）
・妊娠合併症の増加（妊娠糖尿病，前置胎盤，常位胎盤早期剥離など）
・低出生体重児の割合の増加
・帝王切開率の上昇

　 4．年齢別染色体異常児を出産する確率

8   少子化対策
　 1．少子化の現状
　　● 合計特殊出生率は1.26（2005年）から1.42（2014年）まで上昇したが，先進国の中で低

い水準（2015年概数では1.46）。
　　●晩婚化が進み，生涯未婚率は上昇。
　　●生涯未婚率は男性20.1％，女性10.6％（平成22年国勢調査）。

　 2．少子化社会対策大綱（平成27年3月閣議決定）
　重点課題
　①子育て支援施策を一層充実
　　● 「子ども・子育て支援新制度」の円滑な実施：財源を確保しつつ，「量的拡充」と「質

の向上」。都市部のみならず，地域の実情に応じた子育て支援に関する施設・事業の計
画的な整備。

　　●待機児童の解消：「待機児童解消加速化プラン」「保育士確保プラン」
　　●「小1の壁」の打破：「放課後子ども総合プラン」
　②若い年齢での結婚・出産の希望の実現
　　● 経済的基盤の安定：若者の雇用の安定。高齢世代から若者世代への経済的支援促進，若

年者や低所得者への経済的負担の軽減。
　　●結婚に対する取組支援：自治体や商工会議所による結婚支援。
　③多子世帯への一層の配慮
　　●子育て・保育・教育・住居などの負担軽減。
　　●自治体，企業，公共交通機関などによる多子世帯への配慮・優遇措置の促進。
　④男女の働き方改革
　　● 男女の意識・行動改革：長時間労働の是正。人事評価の見直しなど経営者等の意識改革。

男性が出産直後から育児できる休暇取得。
　　● 「ワークライフバランス」・「女性の活躍」：職場環境整備や多様な働き方の推進。女性

の継続就労やキャリアアップ支援。
　⑤地域の実情に即した取組強化
　　● 地域の「強み」を活かした取組：地域少子対策強化交付金等により取組支援。先進事

例を全国展開。
　　●「地域創生」と連携した取組：国と地方が緊密に連携した取組。

　 3．子ども・子育て支援新制度
　　 　平成24年8月に成立した「子ども・子育て支援法」「認定こども園法の一部改正」「子ども・

子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する
法律」の子ども・子育て関連3法に基づく制度。

　　● 認定こども園，幼稚園，保育所を通じた共通の給付（「施設型給付」）及び小規模保育
等への給付（「地域型保育給付」）の創設

　　● 認定こども園制度の改善（幼保連携型認定こども園の改善等）
　　● 地域の実情に応じた子ども・子育て支援（利用者支援，地域子育て支援拠点，放課後

児童クラブなどの「地域子ども・子育て支援事業」）の充実
　　● 政府の推進体制（内閣府に子ども・子育て本部を設置）
　　● 実施主体は基礎自治体（市町村）
　　● 子ども・子育て会議の設置
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　 2．たんぱく質の食事摂取基準
　　　（推定平均必要量，推奨量，目安量：g/日，目標量（中央値）：%エネルギー）

性別 男性 女性

年齢等 推定平均
必要量 推奨量 目安量 目標量1

（中央値2）
推定平均
必要量 推奨量 目安量 目標量1）

（中央値2））
0～ 5（月）＊ ― ― 10 ― ― ― 10 ―
6～ 8（月）＊ ― ― 15 ― ― ― 15 ―
9～11（月）＊ ― ― 25 ― ― ― 25 ―

1～ 2（歳） 15 20 ― 13～20
（16.5） 15 20 ― 13～20

（16.5）

3～ 5（歳） 20 25 ― 13～20
（16.5） 20 25 ― 13～20

（16.5）

6～ 7（歳） 25 35 ― 13～20
（16.5） 25 30 ― 13～20

（16.5）

8～ 9（歳） 35 40 ― 13～20
（16.5） 30 40 ― 13～20

（16.5）

10～11（歳） 40 50 ― 13～20
（16.5） 40 50 ― 13～20

（16.5）

12～14（歳） 50 60 ― 13～20
（16.5） 45 55 ― 13～20

（16.5）

15～17（歳） 50 65 ― 13～20
（16.5） 45 55 ― 13～20

（16.5）

18～29（歳） 50 60 ― 13～20
（16.5） 40 50 ― 13～20

（16.5）

30～49（歳） 50 60 ― 13～20
（16.5） 40 50 ― 13～20

（16.5）

50～69（歳） 50 60 ― 13～20
（16.5） 40 50 ― 13～20

（16.5）

70以上（歳） 50 60 ― 13～20
（16.5） 40 50 ― 13～20

（16.5）
妊婦（付加量）

初期
中期
後期

＋0
＋5
＋20

＋0
＋10
＋25

― ―

授乳婦（付加量） ＋15 ＋20 ― ―
＊乳児の目安量は，母乳栄養児の値である。
注1）範囲については，おおむねの値を示したものである。
　2）中央値は，範囲の中央値を示したものであり，最も望ましい値を示すものではない。

　 3．エネルギーおよび栄養素に設定される各指標の定義
指　標 定　義

エネルギー BMI
成人における観察疫学研究によって報告された総死亡の最も低
かった範囲と日本人の実態などを総合的に検討した目標とする
範囲

（参考値：推定エネルギー必要量） エネルギー出納が0となる確率が最も高くなるとされる摂取量

栄養素

推定平均必要量 ある母集団に属する50％の人が必要量を満たすと推定される摂
取量

推奨量 ある母集団のほとんど（97～98％）の人が充足している量と推
定される摂取量

目安量
十分な科学根拠が得られず推定平均必要量が策定できない場合
に算定する。特定の集団において不足状態を示す人がほとんど
観察されない量

耐容上限量 健康障害をもたらすリスクが無いとみなされる習慣的な摂取量
の上限を与える量

目標量 生活習慣病の予防を目的として，現在の日本人が当面の目標と
すべき摂取量

3   食品等摂取状況
　 1．野菜の摂取状況

　野菜摂取量の平均値は293.6gであり，男女別にみると男性299.4g，女性288.7g
である。この10年間でみると，総数，男女とも有意な変化はみられなかった。
　年齢階級別にみると，男女ともに20歳代で最も少なく，60歳代で最も多い。

野菜摂取量の平均値（20歳以上，性・年齢階級別）

　 2．食塩の摂取状況

　食塩摂取量の平均値は，10.0gであり，性別にみると男性11.0g，女性9.2gであ
る。この10年間でみると，総数，男女ともに有意に減少している。

資料：平成27年　国民健康・栄養調査

（参考）「健康日本21（第2次）」の目標：野菜と果物の摂取量の増加
　　　　目標値：1日あたり野菜摂取量の平均値 350g
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（参考）日本人の食事摂取基準（2015年版）目標量　男性8g未満　女性7g未満
　　　　「健康日本21（第2次）」の目標：食塩摂取量の減少
　　　　目標値：1日あたり摂取量の平均８g

資料：平成27年　国民健康・栄養調査
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